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（
農
林
水
産
委
員
会
）

水
産
業
協
同
組
合
法
及
び
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
一
号

（
衆
議
院

）

送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
水
産
資
源
の
減
少
や
魚
価
の
低
迷
等
、
漁
業
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
漁
業
協

同
組
合
及
び
漁
業
信
用
基
金
協
会
等
の
組
織
、
経
営
及
び
事
業
の
健
全
性
を
確
保
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正

１

漁
業
協
同
組
合
に
お
け
る
組
合
員
資
格
の
審
査
の
適
正
化

漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
漁
協
」
と
い
う

）
に
お
け
る
組
合
員
資
格
の
審
査
が
公
平
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
、
組
合
の

。

自
治
が
適
正
に
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
組
合
員
資
格
及
び
そ
の
審
査
の
方
法
を
定
款
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
。

２

漁
協
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
役
員
等
の
欠
格
事
由
の
追
加

イ

暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う

）
を

。
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新
た
に
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

行
政
庁
は
、
漁
協
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
役
員
等
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
警
察
庁
長
官
等
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
警
察
庁
長
官
等
は
、
行
政
庁
が
適
当
な

措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
庁
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

３

漁
協
等
の
経
営
情
報
の
開
示

原
則
と
し
て
す
べ
て
の
漁
協
等
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
事
業
部
門
別
損
益
に
関
す
る
書
類
を
通
常
総
会
に
提
出
す
る

と
と
も
に
、
業
務
報
告
書
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

４

共
済
事
業
の
健
全
性
の
確
保
、
共
済
契
約
条
件
の
変
更
及
び
共
済
契
約
者
の
保
護

イ

漁
協
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
及
び
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
共
済
事
業
実
施
組
合
」
と
い
う

）
。

が
行
う
共
済
事
業
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
最
低
出
資
金
制
度
、
子
会
社
等
と
の
取
引
規
制
、
支
払
能
力
の
充
実

状
況
に
関
す
る
基
準
の
設
定
、
員
外
監
事
及
び
常
勤
監
事
の
設
置
等
に
つ
い
て
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

共
済
事
業
実
施
組
合
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
、
共
済
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
る
蓋
然
性
が
あ
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る
場
合
に
は
、
行
政
庁
の
承
認
を
得
て
、
契
約
条
件
の
変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

ハ

共
済
契
約
者
の
保
護
の
た
め
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
、
不
適
正
な
推
進
行
為
の
禁
止
等
に
つ
い
て
の
規
定
を
整

備
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部
改
正

１

漁
業
信
用
基
金
協
会
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保

主
務
大
臣
は
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
（
以
下
「
基
金
協
会
」
と
い
う

）
が
負
う
保
証
債
務
の
弁
済
能
力
の
充
実
状
況

。

、

、

。

に
関
す
る
基
準
を
定
め

そ
の
基
準
に
基
づ
く
区
分
に
応
じ

監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

２

基
金
協
会
の
会
員
資
格
の
拡
大

基
金
協
会
の
個
人
会
員
資
格
で
あ
る
「
年
間
九
十
日
以
上
の
漁
業
従
事
」
要
件
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
業
種
別
基
金

協
会
の
会
員
資
格
と
し
て
、
漁
協
の
子
会
社
等
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

基
金
協
会
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
け

基
金
協
会
は
、
総
会
の
議
決
に
よ
り
、
事
業
の
全
部
の
譲
渡
及
び
他
の
基
金
協
会
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
受
け

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。


